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６月は児童手当現況届の提出期間です

真
まこも

菰橋（市道（潮）１１０３号線橋）通行止めのお知らせ

　児童手当の支給を受けている方は、毎年「現況届」の提出が必要になります。
　対象のご家庭には、６月中旬に案内の通知を郵送いたしますので、忘れずに提出してくださ
い。

○現況届とは
　毎年、６月１日現在の状況を把握し、６月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満た
しているかどうか、確認するためのものです。

○提出方法
　　郵送で子育て支援課（福祉事務所内）に提出してください。
　　※住民税申告が未申告の場合などは、窓口に直接持参して
　　　いただくことになります。

　提出日等の詳細につきましては、案内通知に記載いたします。

　前川の改修事業に伴い、潮来市潮来字七丁目８３５番２地先に架かる真菰橋（市道(潮)
１１０３号線橋）の架け替え工事を行っております。
　工事にあたり通行止めとなりますので、前川上流の上米橋や、下流の出島橋に迂回しての通
行をお願いいたします。
　通行止めの期間は、ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。
【通行止め期間】令和３年６月２１日～令和６年３月３１日（予定）

【お問合せ】子育て支援課　子育て支援グループ　☎６３－１１１１　内線３８６・３８８

【お問合せ】茨城県潮来土木事務所　河川整備課　☎６２－３７２９
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